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令和３年４月１日施行

　 ５００㎡以上（当該事業区域と一団と認められる区域で着手する日前1年以内に埋立て等が行われ、面積の
合計が５００㎡以上となるものを含む。） ３,０００㎡未満の埋立て等を行う場合、次のことに注意してください。

　 土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び崩落等による
災害の発生を未然に防止するため、 必要な規制を行うこと
により、 町民の生活環境の保全及び生活の安全に資する
ことを目的として、 この条例を制定しました。

条例制定の目的

事業者等の責務

条例について

◎土砂の埋立て等を行う方
　 汚染崩落等の発生を未然に防止するために
必要な措置を講じなければなりません。 また
埋立て等を行う区域の周辺地域の住民の理解
を得るよう努めなければなりません。

❶ 原則、 町の許可が必要になります。
❷ 埋立て等にあたっては、 構造基準を遵守しなければなりません。
❸ 安全基準に適合しない、 汚染された土壌を埋め立ててはいけません。
❹ 条例の規定に違反した場合は罰則が科せられることがあります。

　 土砂の埋立て等のために土地を提供しようと
するときは、 汚染崩落等の発生の恐れがない
ことを確認しなければなりません。 また不適正
な埋立て等が行われていることを知ったときは、
速やかに町に通報しなければなりません。

　発生する土砂の量を抑制するよう努めなけ
ればなりません。 また発生させた土砂の汚染
の状況を確認し、土壌汚染のおそれのある土砂
を排出しないよう努めなければなりません。

　 運搬する土砂の汚染の状況を確認し、土壌
汚染のおそれのある土砂を運搬しないように
努めなければなりません。

◎土地を所有している方

◎土砂を発生させる方

●詳しくは、 町ホームページをご覧ください。

https://www.town.miyaki.lg.jp/chosei/nochi/_4079.html

◎土砂を運搬する方

TEL:0942-96-5534
検索みやき町　土砂等問い合わせ



無許可、 命令違反の
埋立て等

搬入届の届出、
管理台帳の作成義務
違反等

（第２０条）

（第２０条）

欠格要件該当、命令違反　他

（第２１条）

２年以下の懲役又は１００万円
以下の罰金（第２６条）

５０万円以下の罰金（第２７条）

着手届、完了届の届出
義務違反等
３０万円以下の罰金（第２８条）

※違反行為を行った者を罰する
　　ほか、 行為者を雇用等する
　 事業者にも罰金刑が科せら
　 れます（第２９条）

許可取消し

事業停止命令

措置命令

土砂の埋立て・盛土・たい積

５００㎡以上 ３,０００㎡未満

適用除外（第７条）
●高さ1ｍ未満の埋立て等

●国、 地方公共団体が行う埋立て等

●法令等の許可、 認可等を受けて行う
　 埋立て等

●同一区域内での埋立て等

●事業者の責務（第４条）

●汚染土壌の使用禁止（第６条）

●着手届（第１１条）

●土砂等搬入届（第１２条）

●完了届（第１７条）

●変更（第１０条）

●承継（第１８条）

●譲受け（第１９条）

（第１３条）

（第１４条・第２３条）

（第１５条）

●許可基準

　 （第９条）

５００㎡未満

許可申請 （第８条） ●土砂等管理台帳作成

●関係書類の閲覧 ・ 保存

●標識掲示、境界標設置
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